
第２期京田辺市文化振興計画策定支援業務委託仕様書 

     

 

１ 業務名 

  第２期京田辺市文化振興計画策定支援業務委託 

 

２ 目的 

本市では、「未来へつなぐ京田辺文化の創造」を基本理念とした「京田辺市文

化振興計画」を平成２７年度に策定し、文化振興に関する様々な施策を推進して

きた。令和７年度に計画期間が終了となることから、国及び府の上位計画や市の

総合計画をはじめとする関係計画との整合を図るとともに、実態調査の実施や現

状と課題の分析などを行い、第２期文化振興計画を策定するものである。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までとする。 

 

４ 業務内容 

第２期京田辺市文化振興計画策定のため、概ね次の業務を行うものとする。な

お、業務内容は、計画策定に必要と思われる事項を示したものであり、プロポー

ザルの実施において決定した受託者の企画提案に応じ調整を行うものとする。 

 

【令和６年度業務（基礎調査業務）】 

（１）本市の現状把握・分析及び現計画の総括 

ア 本市の文化に関する現状を把握し、他の自治体との比較分析を行うこと。 

  イ 国・府、その他地方公共団体の関連計画について調査を行うとともに、他 

の自治体が取り組んでいる先進事例を調査し、報告すること。 

ウ 現計画及び本市文化振興施策、事業の進捗状況を取りまとめ、総括するこ

と。 

エ その他、本市が過去に行った調査等を十分に踏まえ、本市の課題に応じた

調査を実施すること。なお、本市が令和４年度に実施した調査結果について

は、本市ＨＰ（https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000019073.html）を参

照すること。 

 

（２）市民アンケート調査・分析 

ア 無作為に抽出した市民（１６歳以上）を対象にアンケート調査を行い、市

文化に関する意向を把握し、計画策定の基礎資料とする。 

イ 調査票に関しては、現京田辺市文化振興計画（以下「現計画」という。） 

の中間評価にあたり令和４年度に実施した「京田辺市の文化振興に関するア

ンケート調査」を元に、他自治体の事例を踏まえながら設問設計を行うこと。 

  ウ 調査対象者数は、提案による。ただし、最低母数は２，０００人とする。 

  エ 調査方法については、インターネット等の活用など回収率向上に繋がる効 

果的な手法について提案すること。 

  オ 意見等を集約し、結果を分析するとともに、報告書としてまとめること。 

  カ 調査に関する経費一式については、受託者負担とし委託料に含めること。 

 

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000019073.html


（３）関係団体等の意向調査 

  ア 文化活動団体や計画を策定する上で意見聴取が必要な団体等にヒアリン

グや記入式の調査等を行い、調査結果の集計・分析結果等を報告書としてま

とめること。 

  イ 調査方法については、文化活動を行っていく中での問題点や団体のニーズ

等を効果的に把握できる方法を提案すること。 

ウ 調査対象団体数は、提案による。ただし、最低母数は１５団体とする。な

お、市が把握している団体数は約１２０団体 

  エ 調査に関する経費一式については、受託者負担とし委託料に含めること。 

 

（４）パブリックアート調査企画 

   他の地方公共団体の状況を調査し、市の現状に沿った企画及び提案を行うこ

と。また、計画にその内容を盛り込むこと。 

    

（５）京田辺市文化振興懇話会の運営支援 

ア 懇話会に出席し、会議の運営支援を行うこと。（令和６年度中に３回程度

を想定） 

イ 委員同士による意見交換や議論が活発に行われるよう運営手法を工夫す

ること。 

ウ 懇話会の開催にあたり、会議資料を作成すること。なお、資料等の作成及

び部数については、市と協議の上、行うものとする。 

エ 議事録（Ａ４版）の作成を行うこと。 

 

 

【令和７年度（計画策定業務）】 

（１）計画骨子案・素案の作成 

ア 国及び府の上位計画や市の総合計画をはじめとする関係計画との整合性

を図るとともに、現計画の中間見直し及び実態調査結果を踏まえ、基本課題

や施策方向を整理すること。 

イ 本計画の意義や方向性を明確にした上で、計画の構成や各項目に記載する 

基本的な事項を網羅した計画の骨子案を作成する。 

ウ 計画予定期間は令和８年度から令和１７年度の１０年間とする。 
 

（２）京田辺市文化振興懇話会の運営支援 

ア 懇話会に出席し、会議の運営支援を行うこと。（令和７年度中に３回程度

を想定） 

イ 委員同士による意見交換や議論が活発に行われるよう運営手法を工夫す

ること。 

ウ 懇話会の開催にあたり、会議資料を作成すること。なお、資料等の作成及

び部数については、市と協議の上、行うものとする。 

エ 議事録（Ａ４版）の作成を行うこと。 
 

（３）パブリックコメント実施支援 

市民の意見を幅広く反映するため、パブリックコメントを予定している。パ

ブリックコメントに係る資料の作成及び寄せられた市民からの意見の整理及

び集約をすること。 



 

（４）計画書本編及び計画書概要版の作成 

上記内容を整理し、計画書本編及び計画書概要版を作成する。本編及び概要版

の作成にあたっては、市民が分かりやすく親しみやすい計画書とするため、図表、

イラスト、写真等を盛り込み、レイアウトやデザインを工夫すること。 

 

（５）その他計画作成のために必要な支援 

 

 

５ 成果品 

【令和６年度】 

（１）基礎調査報告書 

（２）懇話会議事録 

 

【令和７年度】 

（１）第２期計画書本編：２００部 

   Ａ４版 ５０ページ程度 カラー刷り 

（２）第２期計画書概要版：５００部 

   Ａ４版 ４ページ程度 カラー刷り 

（３）懇話会議事録 

 

 成果品の電子データをＣＤ―ＲＯＭ等の収録媒体で２枚提出すること。 

※原則として文書はマイクロソフトワード、集計はマイクロソフトエクセルを使用

すること。 

 

６ その他 

（１） 本業務に必要な市の行政資料を市が提供する場合は、適切に取り扱い、業

務完了後、速やかに返却すること。その他必要な資料については、受託者が

収集作業を行うものとする。 

（２） 京田辺市個人情報保護条例（平成１４年京田辺市条例第３号）の内容を十

分に遵守し、本業務において取得した個人を特定できる個人情報については、

その秘密を外部に漏らしてはならない。業務完了後も同様とし、この業務に

携わる従事者全員に徹底させること。 

（３） 本業務で作成した成果品の著作権は、市に帰属するものとし、受託者は、

市の許可なく成果品を他に利用、公表または貸与してはならない。 

（４） 受託者は、市の承認を得ることなく、受付業務を他者に委託することはで

きない。 

（５） 本業務を遂行するための担当者は、文化振興計画及び文化施策に精通する

とともに、本市におけるこれまでの文化振興計画及び策定方針を理解し、本

業務を円滑に遂行する能力を有した者を配置すること。また、契約を締結す

る段階で市に対して報告を行った担当者等の変更を行う場合は、必ず市に承

諾を得てからでないと行えない。 

（６） この仕様書に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、その都度双

方が協議し決定する。 
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アンケート
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計画骨子案作成支援 計画素案作成支援
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【令和6年度第2回目】
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文化活動団体調査


